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（
質
問
の 

一
五
） 

答

弁

第

一

五

号 
   

衆
議
院
議
員
上
田
卓
三
君
提
出
大
和
川
の
水
質
汚
濁
防
止
と
流
域
下
水
道
の
整
備
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
八
七
第
一
五
号 

昭
和
五
十
四
年
四
月
二
十
四
日 

衆

議

院

議

長 
灘 

尾 

弘 

吉 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

大 

平 

正 

芳 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
上
田
卓
三
君
提
出
大
和
川
の
水
質
汚
濁
防
止
と
流
域
下
水
道
の
整
備
に
関
す
る
質
問 

に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

大
和
川
の
水
質
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
八
年
度
よ
り
水
質
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
実
態
の
は
握
に
努
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
大
阪
府
内
の
大
和
川
水
域
に
お
い
て
は
そ
の
環
境
基
準
は
達
成
さ
れ
て
い
な
い
状
況

で
あ
る
。 

ま
た
、
大
和
川
に
お
け
る
水
質
汚
濁
の
主
た
る
原
因
は
、
生
活
排
水
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

大
和
川
の
水
質
汚
濁
の
主
た
る
原
因
が
生
活
排
水
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
下
水
道
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
大
和

川
の
水
質
改
善
の
重
要
な
施
策
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
た
め
、
大
和
川
流
域
に
係
る
下
水
道
整
備
の
促 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

大
和
川
下
流
流
域
下
水
道
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
事
業
の
促
進
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
処
理

場
の
用
地
取
得
が
難
航
し
た
こ
と
、
処
理
水
の
放
流
先
の
問
題
の
解
決
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
、
更
に
、
処
理

場
建
設
工
事
に
際
し
て
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
と
の
調
整
を
図
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
、
事
業

の
進
ち
よ
く
が
遅
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

進
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

現
在
の
進
ち
よ
く
状
況
は
、
終
末
処
理
場
に
つ
い
て
は
、
今
池
処
理
場
及
び
狭
山
処
理
場
に
お
い
て
処
理
施

設
を
建
設
中
で
あ
り
、
狭
山
処
理
場
の
処
理
能
力
は
、
昭
和
五
十
四
年
度
に
日
量
三
万
立
方
メ
ー
ト
ル
と
な
る

予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
管

渠き

よ

に
つ
い
て
は
、
西
除
川
左
岸
幹
線
等
の
整
備
を
進
め
て
い
る
状
況
で
あ
る
。 

大
和
川
下
流
流
域
下
水
道
事
業
の
昭
和
五
十
三
年
度
ま
で
の
投
資
額
は
百
九
十
七
億
円
で
あ
る
。 

四 

 



九
に
つ
い
て 

六
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て 

十
に
つ
い
て 

流
域
下
水
道
は
主
と
し
て
水
質
汚
濁
防
止
の
観
点
か
ら
計
画
さ
れ
る
広
域
的
な
基
幹
施
設
で
あ
る
こ
と
等
か

ら
、
国
庫
補
助
率
及
び
国
庫
補
助
対
象
率
が
公
共
下
水
道
よ
り
高
率
と
な
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

本
年
三
月
末
に
お
け
る
下
水
道
普
及
率
が
、
全
国
平
均
二
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
低
い
状
況
で
あ
る
こ
と
に
か

ん
が
み
、
事
業
量
の
拡
大
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
当
面
は
事
業
費
の
確
保
に
努
め
て
ま
い
り
た

い
。 大

和
川
の
水
質
改
善
に
果
た
す
下
水
道
の
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
事
業
主
体
で
あ
る
大
阪
府
等
の
意

向
を
踏
ま
え
て
、
今
後
当
該
地
域
の
下
水
道
整
備
の
促
進
に
つ
い
て
配
慮
し
て
ま
い
り
た
い
。 

都
市
の
健
全
な
発
達
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
に
寄
与
し
、
河
川
等
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
に
資
す
る
た 

五 

 



 

六 

め
、
関
係
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
て
大
和
川
流
域
の
下
水
道
整
備
事
業
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
今
後
と
も
配

慮
し
て
ま
い
り
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




